
補助資料 
共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム 

～合理的配慮・基礎的環境整備編⑴～ 
 
◆合理的配慮と基礎歴環境整備について 

 
１ 合理的配慮について 

 ⑴ 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

の推進（報告）」より 

「合理的配慮」とは、「障害のある子どもが、他の子どもと平等に「教育を受ける権

利」を享有  ・行使  することを確保するために、学校の設置者及び学校が必要か

つ適当な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対し、その状況に応じて、

学校教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に

対して、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」、と

定義した。なお、障害者の権利に関する条約において、「合理的配慮」の否定は、障害

を理由とする差別に含まれるとされていることに留意する必要がある。 

     ※１ 享有（きょうゆう）：権利・能力などを、人が生まれながら身につけて持って

いること 

   ※２ 行使（こうし）：持っている権利や権力を実際に用いること 

 

⑵ 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育 

 の推進（報告）」 別表１（一部抜粋） 

○１－１－１ 学習上又は生活上の困難を改善・克服するための配慮 

障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するため、また、個性や障

害の特性に応じて、その持てる力を高めるため、必要な知識、技能、態度、習慣を身

に付けられるよう支援する。 

視覚障害 

見えにくさを補うことができるようにするための指導を行う。（弱視レ

ンズ等の効果的な活用、他者へ積極的に関わる意欲や態度の育成、見え

やすい環境を知り自ら整えることができるようにする 等） 

聴覚障害 

聞こえにくさを補うことができるようにするための指導を行う。（補聴

器等の効果的な活用、相手や状況に応じた適切なコミュニケーション手

段（身振り、簡単な手話等）の活用に関すること 等） 

知的障害 
できるだけ実生活につながる技術や態度を身に付けられるようにする

とともに、社会生活上の規範やルールの理解を促すための指導を行う。

肢体不自由 

道具の操作の困難や移動上の制約等を改善できるように指導を行う。

（片手で使うことができる道具の効果的な活用、校内の移動しにくい場

所の移動方法について考えること及び実際の移動の支援 等） 

病弱 

服薬管理や環境調整、病状に応じた対応等ができるよう指導を行う。（服

薬の意味と定期的な服薬の必要性の理解、指示された服薬量の徹底、眠

気を伴い危険性が生じるなどの薬の副作用の理解とその対応、必要に応

じた休憩など病状に応じた対応 等） 

文部科学省 HP  

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/houkoku/1321667.htm  

 

 

(※1) (※2) 



補助資料 
２ 基礎的環境整備ついて 

 ⑴ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者差別解消法）より 

第５条 

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備） 

 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮

を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する

研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。 

 

 ⑵ 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育

の推進（報告）」より 

障害のある子どもに対する支援については、法令に基づき又は財政措置により、国は

全国規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村内で、教育環境の整備をそ

れぞれ行う。これらは、「合理的配慮」の基礎となる環境整備であり、それを「基礎的

環境整備」と呼ぶこととする。これらの環境整備は、その整備の状況により異なるとこ

ろではあるが、これらを基に、設置者及び学校が、各学校において、障害のある子ども

に対し、その状況に応じて、「合理的配慮」を提供する。 

 


